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スマホ等の使用に関するお願い 

 

 

向春の候、保護者の皆様方におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、全国的にはＳＮＳを介したトラブルや事件が後を絶ちません。また、ネット依存の問題は深

刻化しており、平成３０年８月３１日に発表された厚生労働省の調査によれば、「インターネット依

存」の疑いがある中高校生が推計約９３万人に上り、この５年間で倍増していることがわかっていま

す。男子はオンラインゲーム、女子はＳＮＳによるものが多く、調査に加わった国立病院機構久里浜

医療センターの樋口進院長は「未来を担う子どもたちに適切な対策がなされなければならない」と危

機的状況であることを指摘されています。具体的には脳が萎縮して理性をつかさどる機能が低下し、

「わかっていても、うまくできない」状態になり、朝起きられない（遅刻・欠席）、ひきこもる、物に

当たる（壊す）、家族に暴力をふるうなどの症状も現れます。 

本校においては、現在、校内の生徒指導事案はほとんど発生しておらず、学校生活アンケートの結

果においても、「ＳＮＳ等で悪口を書かれたりすることがあるか」という質問に対し、「ある・時々あ

る」や「周りで聞いたことがある」と回答した生徒は、６月は全校で２０名、９月は９名、１１月は

６名と目に見えて減少してきています。 

しかし、ネットトラブルの指導をする中で、保護者とのスマホ等の使い方の約束がされていない一

部の生徒により、学校外でのスマホの誤った使い方が原因のトラブルが発生していることがわかって

います。スマホ等を利用する際には、特に以下の２点を参考に、各ご家庭において再度スマホ等の使

い方について考える機会をもち、指導していただきますようお願いします。 

①生徒は保護者とスマホ等の使用についての約束をし、フィルタリングまたはカスタマイズを必

ず行い、解除しないこと。 

②他人への誹謗中傷（脅迫、いやがらせ）、違法な書き込み、なりすまし等の法律に触れる行為を

しないこと。 

PTAでも今年度７月には生徒向けの SNSの使い方講座を学校と協力して開催するなど、親子で考

えるキッカケも用意しております。来年度以降もこうした取り組みを行い、保護者の方にも参加でき

るよう予定しております。ぜひ、積極的にご参加ください。 

生徒のスマホ等でのトラブルにつきましては、いじめ事案を除いて家庭での対応を基本とし、学校

は対応いたしません。保護者の責任下においての対応をお願いいたします。 

子どもたちの心身の健康を守るためにも、御協力お願いいたします。 
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